
平成 21 年 6 月 26 日

総合政策部交通政策課

 

 

「（仮称）自転車のまち推進計画」の策定について 

  

1 策定の目的 

・ 本市では、平成 15 年に策定した「自転車利用・活用基本計画」に基づき、自転

車走行空間の確保や駐輪場の整備等の施策について重点的に取り組んできた。 
・ 第５次総合計画においては、「自転車利用・活用の促進」を主要な事業として位置

付けており、「宇都宮市都市・地域交通戦略」においても、自転車と公共交通機関

との連携強化の必要性が示されるなど、自転車に関連する施策事業をさらに推進

していく必要がある。 
・ また、環境意識や健康志向の高まり、余暇活動の活発化等といった時代潮流に伴

い、自転車を取り巻く環境や市民ニーズが多様化していることから、自転車に関

する新たな施策の展開が必要である。 
・ このようなことから、平成 22 年度に計画期間が終了する現行の「自転車利用・

活用基本計画」の改定に併せ、自転車に関する総合的な計画として「（仮称）自転

車のまち推進計画」を策定する。 
 

2 計画の位置付け 

・ 「第５次宇都宮市総合計画」の分野別計画に掲げる基本施策「円滑で利便性の高

い総合的な交通体系を確立する」を実現するための計画 
・ 総合計画や「宇都宮市都市・地域交通戦略」などにおける都市及び都市交通の将

来像を実現するため、目標や課題、施策などの相互の関係を明確にした、戦略性

の高い、実効性のある計画 
  
   別紙１ 「（仮称）自転車のまち推進計画の策定イメージ」参照 
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3 策定に係る検討 

  平成 21 年度 現状・課題・ニーズ等に関する基礎調査・検討 

・自転車歩行者通行量調査 

・ネットワーク路線の現況調査及び問題箇所調査 等 

          ⇒国の支援（都市・地域交通戦略推進事業費補助）を受け実施 

         ・計画骨子の検討、作成 

       ・現行計画の検証（平成 21 年～平成 22 年度） 

平成 22 年度 計画の検討・策定 

        ・自転車のまち推進における基本方針の検討 

・自転車のまち推進における効果的な施策事業の検討 

         ⇒「走る」「止める」「借りる」など、交通特性に基づく施策事業

を掲げた現行計画をさらに推進する施策 

⇒市民ニーズや、「環境」「健康」「観光」「スポーツ」などの観点

を加えた新たな施策等 

         ・計画の推進体制等 

 

4 計画期間 

  平成 23 年度から平成 27 年度までの 5年間 

→10 年後（平成 32 年度）を見据えた 5年間の実行計画とする 

 

5 策定体制 

別紙 2「（仮称）自転車のまち推進計画策定体制（案）」参照 （１）庁内検討組織 

（２）庁外検討組織    →庁外検討組織は計画推進組織に発展の予定 

（３）市民意見の反映  ・市民アンケート実施（施策満足度やニーズについて） 

・パブリックコメント実施（計画素案について）  

  

6 策定スケジュール（案） 

  平成 21 年度  6 月  策定方針及びスケジュールの決定 

          7 月～ 基礎調査の実施 

              庁内検討、関係機関との協議調整 

          2 月  基礎調査のとりまとめ 

3 月  計画の骨子作成 

  平成 22 年度  5 月  計画策定懇談会の設置 

          9 月  計画素案の決定 

         10 月  パブリックコメント実施 

         12 月  計画策定・公表
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別紙 1

「（仮称）自転車のまち推進計画」の策定イメージ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

■地球温暖化対策の推進 

二酸化炭素の排出が少ないまち 

づくりの推進 

→環境配慮型交通体系の確立 

 

■健康づくりの推進 

疾病予防対策の促進 

→メタボリックシンドローム予防

対策の推進 

 

■スポーツ活動環境の充実 

スポーツ参加機会の拡大 

 →スポーツ大会、スポーツ教室の

充実 

 →プロスポーツの開催 

スポーツ団体の活動支援 

 →プロスポーツチームへの支援

 

■観光資源の活用促進 

都市観光の促進 

 →地域特性資源の活用促進 
 

観光情報発信の充実 

 →情報化によるうつのみやの魅力

発信

環 境 健 康 

スポーツ 観 光 

『エコ・サイクルシティうつのみや』の実現に向け，「自

転車利用・活用基本計画」の施策事業を引き続き推進する

とともに，新たな観点からの取組を加えた総合的な計画 

≪目標のイメージ≫ 

・ 自転車で“つながるまち” 

・ 自転車が“便利なまち” 

・ 自転車が“楽しいまち” 

・ 自転車が“安心・安全なまち” 

・ 自転車を利用する“環境や健康に優しいまち” 等 

 

 
 

 

「走る」「止める」 

「借りる」「休む」 

「運ぶ」「守る」 

 
【現行計画】 

自転車利用・活用基本計画 

（仮称）「自転車のまち推進計画」 

交 通 

見直し 
評価 

第 5 次宇都宮市総合計画 

宇都宮市都市・地域交通戦略
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別紙 2

「（仮称）自転車のまち推進計画」策定体制（案） 

 
 

＜庁内組織（平成 21 から 22 年度）＞           ＜庁外組織（平成 22 年度）＞ 
     (仮称)自転車のまち推進計画策定委員会 (仮称)自転車のまち推進計画策定懇談会

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
（役割） 計画（案）への提案 
 

 

 

（構成）15 から 20 名程度 
・ 学識経験者 
・ 関係団体 
（商工関係、自転車業界等） 

・ 関係機関 
（国・栃木県・警察・市） 

・ 利用者代表など 

（事務局）交通政策課 

委員会 
（役割） 計画（案）の作成、 

各分野別計画間の連携 
（構成）  

意見の

反映 委員長：総合政策部次長 
副委員長：交通政策課長 
政策審議室、地域政策室、生活安心課

環境政策課、商工振興課、観光交流課

土木管理課、道路建設課、道路維持課

都市計画課、公園緑地課 
市街地整備課、スポーツ振興課 
学校健康課、健康増進課 
※議題内容に応じ参加者を定め、効率

的に運営する。 

作業部会 
（役割） 計画（案）の検討、 

各分野別計画間の連携 
（構成） 
 部会長：交通政策課長 
副部会長：交通政策課長補佐 
委員会を構成する課等の担当係長等 
※議題内容に応じ参加者を定め、効率

的に運営する。 

意見の

反映 

パブリックコメントの実施 

市民アンケート 

 

 4


